
議第８２号 

 公の施設の指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年１１月２５日 

高島市長 今 城 克 啓   

                                   

 

   公の施設の指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

 

公の施設の指定管理者を次のように指定することにつき、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求め

る。 

 

１ 公の施設の名称 

   高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」 

 

２ 指定管理者となる団体の名称および所在地 

   一般財団法人高島まちおこし公社 

    代表理事 俣野 吉治 

   滋賀県高島市朽木柏３４１番地３ 

 

３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 


